
提

出

者

鉢

呂

吉

雄

平
成
十
三
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

一

七

号

農
業
者
年
金
制
度
改
正
に
お
け
る
受
給
者
の
負
担
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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農
業
者
年
金
制
度
改
正
に
お
け
る
受
給
者
の
負
担
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
般
、
公
表
さ
れ
た
「
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
骨
子
）
に
つ
い
て
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
制

度
の
抜
本
的
改
革
に
伴
う
所
要
の
調
整
」
等
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
質
問
す
る
。

一

公
的
年
金
制
度
に
お
け
る
既
裁
定
の
年
金
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
財
産
権
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
。

二

受
給
者
の
年
金
を
削
減
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
上
の
財
産
権
の
侵
害
に
当
た
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
契
約
違
反
と
は

な
ら
な
い
の
か
。

三

財
産
権
た
る
既
裁
定
の
年
金
を
減
額
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
特
に
、
今
回
の
改
正
案
を

提
出
し
よ
う
と
す
る
背
景
と
言
わ
れ
て
い
る
年
金
財
政
上
の
問
題
を
も
っ
て
減
額
す
る
こ
と
は
妥
当
か
。
ま
た
、
妥
当
と
す

る
場
合
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

財
産
権
た
る
既
裁
定
の
年
金
を
減
額
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
（
財
産
権
の
侵
害
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
年
金
減
額
の
水
準
の
考
え
方
）
。

五

以
上
の
問
い
を
踏
ま
え
、
農
業
者
年
金
の
受
給
者
の
年
金
額
を
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
こ
と
が
、
財
産
権
の
侵
害

一



に
当
た
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。
特
に
、
農
業
者
年
金
の
加
入
要
件
に
つ
き
、
自
分
名
義
の
農
地
等
が

五
十
ア
ー
ル
以
上
の
経
営
者
を
当
然
加
入
と
し
て
い
た
こ
と
等
と
の
関
連
か
ら
、
そ
の
年
金
額
を
削
減
す
る
こ
と
の
妥
当
性

に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
る
か
。
ま
た
、
年
金
額
の
削
減
が
契
約
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
場
合
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。

六

平
成
十
一
年
十
二
月
に
示
さ
れ
た
「
農
業
者
年
金
制
度
改
革
大
綱
（
案
）
」
で
は
、
受
給
権
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
平
均

で
三
割
の
削
減
が
謳
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
程
度
の
削
減
は
、
財
産
権
の
侵
害
に
当
た
ら
な
い
の
か
。

七

制
度
の
抜
本
的
改
革
に
伴
う
所
要
の
調
整
に
係
る
国
庫
負
担
の
総
額
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
新
た
な
制
度
に
お
け
る
政
策

支
援
の
国
庫
補
助
額
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
通
し
て
い
る
か
。

八

加
入
者
・
待
期
者
の
年
金
期
待
権
は
、
法
的
に
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。

九

今
後
、
他
の
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
既
裁
定
の
年
金
額
を
削
減
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


